
東北電力㈱仙台火力発電所リプレース計画に係る

環境影響評価方法書に対する勧告について

平成１６年１０月７日

経 済 産 業 省

原 子 力 安 全 ・ 保 安 院

本日、電気事業法第４６条の８第１項の規定に基づき、仙台火力発電所

リプレース計画に係る環境影響評価方法書について、東北電力㈱に対し、

環境保全の観点から勧告を行った。

勧告内容は別紙のとおり。

（参考）当該地点の概要

１．計画概要

・場 所：宮城県宮城郡七ヶ浜町代ヶ崎浜字前島

・原動力の種類：ガスタービン及び汽力（コンバインドサイクル発電方式）

・出 力：４０万kW級

２．これまでの環境影響評価に係る手続き

環境影響評価方法書受理 平成16年4月13日

住民等意見の概要受理 平成16年6月4日

宮 城 県 知 事 意 見 受 理 平成16年9月2日

問合せ先：電力安全課 高取、沼倉

電話０３－３５０１－１７４２（直通）

０３－３５０１－１５１１（代表）

４９２１（内線）



別紙

【東北電力（株）仙台火力発電所リプレース計画勧告内容】

環境影響評価項目について

対象事業実施区域の敷地境界に隣接して民家が存在しており、施設の稼働に

伴う低周波空気振動により影響を及ぼすおそれがあることから、評価項目とし

て追加すること。


